
別紙様式５

令和2年度海外農業・貿易投資
環境調査分析委託事業
（COVID-19によるグローバル･
フードバリューチェーンへの影響
分析調査（東南アジア･南アジア
等））

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月5日
株式会社野村総合研究所
法人番号4010001054032

東京都千
代田区大
手町1-9-2

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 14,779,138 14,779,138 100.0% - - - 3 0 - -

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(北海道)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
一般社団法人北海道商工会
議所連合会
法人番号5430005001020

北海道札
幌市中央
区北一条
西2丁目2
番地

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 499,991,800 499,991,800 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(青森県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日

株式会社ジェイアール東日本
企画・株式会社JTB
代表者　株式会社ジェイアール
東日本企画

東京都渋
谷区恵比
寿南1丁目
5番5号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 249,981,719 249,981,719 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(宮城県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
みやぎ絆コンソーシアム
代表者　株式会社ジェイアール
東日本企画

東京都渋
谷区恵比
寿南1丁目
5番5号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 338,126,998 338,126,998 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(山形県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日

フィデア情報総研･凸版印刷共
同事業体
代表者　株式会社フィデア情報
総研

秋田県秋
田市山王
三丁目4番
23号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 249,959,660 249,959,660 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約に
よることとした
会計法令の
根拠条文（企
画競争等）

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

競争性のない随意契約によらざる
を得ない理由

名称 所在地 商号又は名称 住所

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

提案者の
数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

予定価格 契約金額

公益法人の場合



物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約に
よることとした
会計法令の
根拠条文（企
画競争等）

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

競争性のない随意契約によらざる
を得ない理由

名称 所在地 商号又は名称 住所

提案者の
数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

予定価格 契約金額

公益法人の場合

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(茨城県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB
法人番号8010701012863

東京都品
川区東品
川二丁目3
番11号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 373,356,860 373,356,860 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(群馬県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB群馬支店
法人番号8010701012863

群馬県高
崎市東町9
番地

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 374,996,321 374,996,321 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(東京都)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
Go To Eat Tokyo 食事券発行
共同事業体
代表者　凸版印刷株式会社

東京都文
京区水道1
丁目3番3
号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 2,496,881,592 2,496,881,592 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(神奈川県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
東武トップツアーズ株式会社
法人番号4013201004021

東京都墨
田区押上
一丁目1番
2号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 1,249,881,489 1,249,881,489 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(和歌山県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB
法人番号8010701012863

東京都品
川区東品
川二丁目3
番11号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 295,943,401 295,943,401 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(鳥取県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
とっとりGo To Eat 共同事業体
代表者　株式会社新日本海新
聞社

鳥取県鳥
取市富安2
丁目137番
地

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 249,940,295 249,940,295 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約



物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約に
よることとした
会計法令の
根拠条文（企
画競争等）

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

競争性のない随意契約によらざる
を得ない理由

名称 所在地 商号又は名称 住所

提案者の
数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

予定価格 契約金額

公益法人の場合

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(島根県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB
法人番号8010701012863

東京都品
川区東品
川二丁目3
番11号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 249,908,127 249,908,127 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(福岡県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB
法人番号8010701012863

東京都品
川区東品
川二丁目3
番11号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 499,845,144 499,845,144 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(長崎県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
株式会社JTB
法人番号8010701012863

東京都品
川区東品
川二丁目3
番11号

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 498,721,960 498,721,960 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約

令和2年度Go To Eatキャンペー
ンに係る事業のうち食事券発行
委託事業(沖縄県)

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月7日
Go To Eat キャンペーンおきな
わ共同事業体
代表者　株式会社JTB沖縄

沖縄県那
覇市旭町
112-1

会計法第29
条の3第4項
（企画競争）

- 299,742,245 299,742,245 100.0% - - - 22 0 -
経済産業省の会
計機関として契約



物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約に
よることとした
会計法令の
根拠条文（企
画競争等）

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

競争性のない随意契約によらざる
を得ない理由

名称 所在地 商号又は名称 住所

提案者の
数

特別な競争参
加資格
（※提案者の
数が１の場合
の記載事項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

公益法
人の区

分

国認定、
都道府
県認定
の区分

予定価格 契約金額

公益法人の場合

令和２年度農林水産省共通申請
サービスにおける経営所得安定
対策に係る機能の追加改修等業
務（その１）

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月8日
SBテクノロジー株式会社
法人番号7011101033773

東京都新
宿区新宿
6-27-30

会計法第29
条の3第4項
（特定情報）

本業務においては、農林水産省共
通申請サービスに構築された経営
所得安定対策等に係る機能の改
修及び周辺業務である農産物検
査業務の機能構築を共通申請
サービス上で実施するものであ
る。新たに別システムを構築する
こととした場合、共通申請サービス
と重複する機能が必要となり、費
用面で非効率になるだけでなく、
農業者等の利用者は、共通申請
サービスと別システムの類似する
２つのシステムを利用しなくてはな
らず、農業者等の利用者の利便
性が大きく低下することとなる。こ
のため、本業務で開発・改修等を
行う機能については、共通申請
サービス上で行う必要がある。
以上のことから、共通申請サービ
スの構築業務を行っているＳＢテ
クノロジー株式会社と随意契約を
行うこととしたい。

- 102,863,200 - - - - - - - -

一元的な輸出に関する証明書発
給システムの整備に係る設計、
開発、導入及び運用保守業務
（暫定開発）

支出負担行為担
当官　農林水産
省大臣官房参事
官（経理）秋葉
一彦

東京都
千代田
区霞が
関1-2-1

令和2年10月30日
クボタシステムズ株式会社ＩＴソ
リューション事業部
法人番号7120001037989

東京都台
東区北上
野1-10-14

予決令第99
条の2（不落・
不調随意契
約）

- - 149,600,000 - - - - 1 0

発給システム
の規模・性能
要件について
は、「要件定
義書」のとおり
であり、令和３
年４月１日の
業務稼働開始
日及び令和４
年４月１日の
機能拡張業務
稼働開始日に
確実に稼働が
開始できる開
発体制が準備
できる事業者
であること。
外

-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。


